
1 

 

第１種管理区域の設備撤去後の床面塗料の技術基準適合性について 

 

令和元年10月２日 

㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾆｭｰｸﾘｱ・ﾌｭｴﾙ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

１．概要 

第１次設工認申請で認可され撤去予定の設備・機器のうち、第１種管理区域である第１

加工棟第１-１階粉末取扱室に設置されている成型施設及び貯蔵施設の設備、第２加工棟第

２開発実験室に設置されているその他の加工施設の設備を撤去した後の床面に塗装する予

定の塗料について、性能技術基準第十五条（設工認技術基準第十条）に対する適合性につ

いて説明する。 

 

２．第１次設工認申請書の記載内容 

（核燃料物質等による汚染の防止） 

第十条 加工施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、核

燃料物質等により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、

核燃料物質等による汚染を除去しやすいものでなければならない。 

 

（適合性の説明） 

○第１－１階粉末取扱室、第２開発実験室、第２加工棟 

第１種管理区域の建物の内部の床及び人が触れるおそれのある壁は、表面をウランが浸透し

にくく、除染が容易で、腐食しにくい樹脂系塗料等で仕上げる。(4H-14) 

➢ 本申請において、ローラーコンベヤ（Ⅰ）（５ガロン缶用）、連続５ガロン缶リフト、ロー

ラーコンベヤ（Ⅰ）、貨物エレベータ、Ｃ型酸化ウラン保管棚、Ａ型酸化ウラン保管棚、

搬送コンベヤ、トラバーサ、Ｖ型混合機、バイブロミル、試験篩器、小型プレス機、小型

卓上プレス、成型体強度測定装置、汎用フード、粉砕機、粉末混合試験装置、粉末特性測

定装置、Ｘ線回折装置、恒温恒湿器、小型加熱炉、赤外分光光度計、熱収縮率測定器、粉

末比表面積測定器を撤去した後の床については、除染が容易で、腐食しにくい樹脂系塗料

等で仕上げる。 

（第１次設工認申請書抜粋（下線部加筆）） 

３．施工予定の塗料 

本工事において施工予定の塗料＊１はウランが浸透しにくく、除染が容易で、腐食しにく

いエポキシ樹脂系塗料である。また、酸素指数２６以上（難燃性材料）である。 

 

＊１：商品名「ユカクリート タイル＃７０」 

添付１ Technical Service Data Sheet ユカクリート タイル＃７０ 

（大同塗料株式会社）抜粋 
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